
工事（業務）の変更について（第 1回変更） 

 

工事名 

（業務名） 
新町一丁目地内支障管布設替工事 

工事場所 

（業務場所） 
大竹市新町一丁目地内 

受注業者 株式会社 大伸建設 

変更契約日 令和 7年 2月 28 日 

変更内容 

 変更前 変更後 

   工期（履行期間）

の変更 

令和 6年 10月 15 日から

令和 7年 3月 31日まで 

令和 6年 10月 15 日から 

令和 8年 2月 27日まで  

   請負金額の変更    23,870,000 円（税込） 28,403,100 円（税込） 

□ その他の変更  

変更理由 

〇No.1 立坑の際に機械を設置した際に水路床版を破損させるおそれがあること 

が分かり、立坑工法をコウワ工法に変更する。 

〇硫化水素による腐食対策としてＭＨを防食用に変更する。 

〇推進工法の作業中、岩に当たり、管の引抜き作業が必要となったため追加 

する。 

〇推進工法の変更検討が必要になったほか、関係機関との協議及び出水期の 

施工不可期間に不測の日数を要するので工期を延長する。 


